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・「話を聞くだけで 100万円」を信じて手続き費用を払い続けたが連絡が途絶えた 

・副業仲間をかたる“サクラ”の「一緒に頑張ろう」「報酬を受け取った」という言葉を信じてポ 

イントを購入した 

・「携帯一つで稼げる」はずが、お金を受け取るために手続き費用を次々と請求されて支払えなく 

なった 
 
 
 
 

   

 

 

・始める前に家族など周りの人に相談しましょう 

・借金してまで契約しない 

 

怪しい副業サイトでは「報酬を得るために 

必要」などと言われ、登録料やサイト利用 

料など、さまざまな名目でお金を支払わ 

されるという特徴があります。 

 

「簡単に儲かる」 

副業サイトの甘い言葉に注意！ 

【相談事例①】 

インターネットで、『チャットで相談にのるだけ』とのアルバイトを見つけて副業サイトに

登録した。相談の人から「報酬を支払うので、口座などの個人情報を交換する必要が

あり、手数料が必要」と言われた。 

「後で手数料を含めて相談報酬を支払う」と言われ、先に副業サイトに電子マネー３万

円を支払ったが、手続きがうまくいかなかったとして、さらに５万円を請求された。 

結局、相談報酬も手数料も支払われず、騙されたと気がついた。 

【相談事例②】 
「簡単に儲かる」とあった副業サイトに登録した。 
マニュアルを購入するため、消費者金融で借金をして 50万円を 

サイトに支払ったが、内容がよく分からず解約したい。 

おかしいな、困ったなと思ったら、 

相談先：消費者ホットライン １８８（いやや！）（局番無し３ケタ） 

最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。１人で悩まず相談しましょう！ 

 

県消費生活センター 

キャラクター“ケロちゃん” 

「簡単に儲かる」「気軽に始められる」 

と強調するインターネット広告や SNS の情報を安易に信じ

るのは危険です！  


